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表紙

①
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制
及 び 当 該 体 制 の 運 用 状 況 の 概 要

② 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

③ 連 結 計 算 書 類 の 連 結 注 記 表

④ 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

⑤ 計 算 書 類 の 個 別 注 記 表

上記事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主

様に対して交付する書面には記載しておりません。

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電子提供

措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。

第166回定時株主総会の招集に際しての電子提供措
置事項

第166期（2024年４月１日～2025年３月31日）

株式会社　巴川コーポレーション
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取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の

適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

＜内部統制基本方針の内容＞

　当社では、内部統制基本方針を定め、その体制構築を進めております。内部統制基本方針の

内容は、次のとおりです。

　当社は、「誠実」「社会貢献」「開拓者精神」を旨とする当社のバリュー（価値観）に従っ

て、TOMOEGAWAグループの企業活動を進めていくと共に、取締役の職務の執行が法令及び定款

に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企

業集団の業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を以下の通り定める。当社

は、社会環境の変化及び当社の事業・体制等の変更に応じ、この基本方針を見直し、内部統制

システムを整備・維持するよう努める。

１．当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（1）組織

・当社の取締役会の意思決定の妥当性及び透明性を高めるため、当社は社外取締役を招聘す

る。

・当社の代表取締役社長は、法令・定款及び社内規程に従って業務を遂行し、原則として毎月

開催される当社の取締役会において業務執行状況を報告する。

・コンプライアンスの実施責任者として、当社はコンプライアンス担当部門の部門長を任命す

る。同部門長の指揮の下、当社のコンプライアンス担当部門は、TOMOEGAWAグループ全体及び

グループ各社の経営に重大な影響を与えるリスク管理、コンプライアンスに関する施策を立

案・推進し、コンプライアンス担当部門の管掌役員に報告、同役員は、経営会議においてその

施策の妥当性を審議したうえで、その内容を定期的に当社の取締役会に報告する。

・当社の経営戦略本部長は、TOMOEGAWAグループ全体及びグループ各社の財務報告に係る内部

統制環境・体制の構築を推進するとともにその整備・運用全般に関する支援を行う組織である

J-SOX委員会活動を通じ、TOMOEGAWAグループ全体及びグループ各社の財務報告に係る内部統制

環境・体制の構築・支援等の統括管理を推進する。

－ 1 －



2025/05/28 19:19:19 / 24179844_株式会社巴川コーポレーション_招集通知

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

（2）施策

・当社の代表取締役社長は、TOMOEGAWAグループの企業活動を進めていく上で、内部統制シス

テムの整備が必要不可欠であると認識している。

・TOMOEGAWAグループのすべての役員並びにパート及び派遣社員を含む従業員は、業務を遂行

するに当たり、TOMOEGAWAグループ行動規範及びグループ各社のコンプライアンス行動指針

（日本国内においては当社の定めるTOMOEGAWAグループコンプライアンス行動指針を基本と

し、国内外を問わず、グループ各社がその適用法令、事業内容、社内規程の整備状況等に応じ

て別に定める場合には、当社の承認を受けた行動指針をいう）から成るTOMOEGAWAグループ企

業倫理に従うものとし、誓約書をグループ各社の代表者に提出して企業倫理の順守を誓約す

る。

・当社コンプライアンス担当部門の部門長の指揮の下、コンプライアンスのカテゴリーごとの

責任部署の責任により、当社の役員及び従業員に対するコンプライアンス教育、TOMOEGAWAグ

ループ各社のコンプライアンス活動の指導、TOMOEGAWAグループのコンプライアンス違反への

対策等を実施する。

・内部通報システムの運用によりTOMOEGAWAグループのコンプライアンス問題の早期把握と解

決を図る。内部通報システムは当社に限らず、TOMOEGAWAグループに所属する全社の従業員が

利用できる。内部通報システムの通報先及び相談先として、当社のコンプライアンス担当部門

の管掌役員に加え、当社の監査等委員である取締役及び外部弁護士を指定する。当社は、この

内部通報システムに加え、当社の代表取締役社長他への匿名メールシステムあるいはメッセー

ジボックスも設置している。

・TOMOEGAWAグループは、市民生活に脅威を与える反社会的勢力や団体とは一切関係を持た

ず、これらに対し毅然とした態度で対応する。

（3）監査

・当社の監査等委員会は、法令に基づく権限を行使し、当社の監査等委員会室及び当社の会計

監査人と連係して当社の取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査する。

・当社の監査等委員会室が内部統制の活動状況を調査し、その結果を当社の代表取締役社長及

び当社の監査等委員会に報告する。
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２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・当社の文書管理規程等に基づき、決裁書、議事録、重要な契約書等当社の取締役の職務の執

行に関わる文書（電磁的記録を含む）を適切に保存し、管理する。

・当社の取締役（監査等委員である取締役を含む）及び執行役員は、必要なときはいつでも上

記の文書を閲覧できる。

・当社の社内情報システムを活用した稟議書ワークフローにより稟議手続を順守させると共

に、稟議書のデータベース化を図る。

３．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・TOMOEGAWAグループのリスクを体系的に管理するための規程（リスク管理規程）を定め、当

社のコンプライアンス担当部門の部門長を統括責任者とし、当社のコンプライアンス担当部門

を統括部署として、リスクのカテゴリーごとの責任部署の責任において、リスク管理を実施す

る。

・当社は、地震や火事などの緊急事態が発生した場合は、緊急時対応規程に基づいて対応す

る。当社は、関係者が即座に必要な措置を取ることができるように、なすべきことを定め、関

係者全員に周知する。

４．当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社は、業務執行権限を執行役員に委譲することにより、取締役会による経営の迅速化、監

督機能の強化を図る。

・当社の代表取締役社長は、当社及びTOMOEGAWAグループ各社の重要な経営課題につき担当執

行役員及び関係責任者から成る経営会議に諮問する。

・当社は、TOMOEGAWAグループの長期事業目標を達成するために、中期経営計画及び期毎の社

長方針を当社の全役員及び従業員に理解させ、各人の具体的な業務計画に反映させる。

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社は、TOMOEGAWAグループ各社相互間の緊密化を図るため、グループ会社管理規程を定め

る。
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・事業領域ごとにカンパニーを置き、その下に当社の事業部を置く。カンパニーは、新製品開

発の加速及び製販一体化にもとづく収益管理力強化と業務生産性を改善し、実績の向上を目指

す。カンパニー長は、各事業の業務管理責任を負う。また、当社の事業部と子会社を連結して

ひとつの事業体とし、事業管理責任はカンパニー長が負う。なお、連結事業部の専属でない子

会社は、当社の担当本部長が業務管理責任を負うことを原則とする。

・子会社の役員は、当該事業に係る責任又は当該業務管理責任を負う当社の事業部長又は本部

長を含む関係責任者に対して、定期的に子会社の業務執行状況を報告するとともに、当社又は

子会社の運営、業務又は財産に関する重要な事項が発生した場合には、当該関係責任者に対

し、直ちにこれを報告する。

・子会社の重要業務案件は、当社の決裁規程の定めに従って決裁される。

・コンプライアンスプログラム及びリスク管理は、子会社も対象に含まれる。当社は、コンプ

ライアンス及びリスクのカテゴリーごとの責任部署を定め、TOMOEGAWAグループのコンプライ

アンス及びリスクの統括管理を義務付ける。当該連結事業に係る責任又は業務管理責任を負う

当社のカンパニー長又は本部長は、コンプライアンス及びリスクのカテゴリーごとの責任部署

と協議のうえ、TOMOEGAWAグループ各社の規模や業態別に、必要に応じて適正数の監査役やコ

ンプライアンス及びリスクの推進担当者を配置するよう、TOMOEGAWAグループ各社の代表者に

対して勧告する。TOMOEGAWAグループ各社の代表者は、当社及びTOMOEGAWAグループ各社に重大

な損害を及ぼすおそれのある事象が発生した場合には、当該コンプライアンス及びリスクのカ

テゴリーごとの責任部署（責任部署が不明であれば当社のコンプライアンス担当部門の部門

長）に対して、直ちにこれを報告する組織体制を自社内に整備する。

・当社は、子会社と共通の有効な情報伝達システムを構築する。

・当社の監査等委員会室は、当社の監査等委員である取締役と連係し、子会社業務の監査を行

う。

６．当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する体制

・当社は、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会室を設置し、原則として複数名

の監査等委員会補助スタッフを配置する。
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・当社の取締役会は、当社の監査等委員から監査等委員会補助スタッフの増員等の要請があっ

た場合は、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、要請に応じた増

員等の措置を講じる。

７．当社の監査等委員会補助スタッフの当社の監査等委員である取締役以外の取締役からの独立

性に関する体制

・当社の監査等委員会補助スタッフの人事異動・人事評価・懲戒処分を行うにあたっては、当

社の監査等委員会の同意を要する。

８．当社の各監査等委員である取締役の当社の監査等委員会補助スタッフに対する指示の実効性

の確保に関する事項

・当社の監査等委員会補助スタッフへの指揮命令権は、当社の各監査等委員である取締役及び

当社の代表取締役社長の双方に属する。それぞれによる指揮命令が相互に矛盾する場合、当社

の各監査等委員である取締役による指揮命令が優先される。

９．当社の取締役及び使用人、当社の子会社の役員及び使用人、又はこれらの者から報告を受け

た者が当社の監査等委員会に報告するための体制

・当社の監査等委員である取締役は、当社の取締役会に自ら出席して当社の取締役及び執行役

員から業務執行状況その他重要事項の報告を受ける他、当社の重要な意思決定に関わる経営会

議等の会議及び当社の子会社の重要な意思決定に関わる当社の子会社の取締役会等に自ら出席

することができ、また必要に応じて、当社の監査等委員会補助スタッフを出席させ、当該監査

等委員会補助スタッフから当該会議の内容の報告を受けることもできる。

・当社の取締役及び執行役員は、当社及びTOMOEGAWAグループ各社に重大な損害を及ぼすおそ

れのある事実等を発見したときは、直ちに当社の代表取締役社長及び当社の監査等委員会又は

監査等委員である取締役全員に報告する。

・当社の監査等委員である取締役は、TOMOEGAWAグループ全社の役員及び従業員に対しいつで

も業務執行状況その他重要事項につき報告を求めることができる。

・当社の取締役は、法令の定めに基づく報告事項に加え当社の監査等委員会に報告すべき事項

を監査等委員である取締役との協議の上決定する。

・当社の監査等委員会室は、内部監査の実施状況を監査等委員会に報告しなければならない。
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・TOMOEGAWAグループに所属する全社の従業員が利用できる内部通報システムの通報先及び相

談先の一つとして、当社の監査等委員である取締役を指定する。

・当該内部通報システムのすべての情報は、当社コンプライアンス担当部門の管掌役員に連絡

された後、直ちにコンプライアンス担当部門の部門長に共有され、同部門長において一元的に

管理、同部門長が当社の監査等委員会に対応を含めた状況報告を行い、さらに当社の監査等委

員会は当社の取締役会に対して審議内容を報告する。

10．当社の監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け

ないことを確保するための体制

・当社の定めるTOMOEGAWAグループコンプライアンス行動指針において、コンプライアンス相

談・連絡を行った者の身分が保障されるとともに、不利益な取扱いを受けないことを明記す

る。

11．当社の監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その

他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

・当社の監査等委員である取締役の職務執行費用の予算は、監査等委員会が決定する。

・当社の監査等委員である取締役が緊急又は臨時に支出した費用は、事後、当社に償還を請求

できる。当該請求については、当該請求にかかる費用が当該監査等委員である取締役の職務の

執行に必要でないと認められる場合を除き、当社はすみやかに当該費用を処理する。

12．その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・当社の監査等委員会は、当社の監査等委員会室及び当社の会計監査人に監査計画の提出を求

め、また当社の監査等委員会室及び当社の会計監査人とそれぞれ定期的に意見を交換する。

・当社の監査等委員である取締役が必要と認めたときは、弁護士、公認会計士等の外部専門家

を任用することができる。

・当社の監査等委員である取締役は、TOMOEGAWAグループ各社の監査役との連絡会を開催し、

監査業務についての意見交換を行う。

・当社の取締役は、当社の監査等委員である取締役の意見を尊重して監査等委員会の監査の環

境整備に努める。
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＜内部統制システムの運用状況の概要＞

　当事業年度における主な取組みは次のとおりです。

１. 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制

・コンプライアンス意識の醸成のため、当事業年度、コンプライアンス研修を継続していま

す。

・日本語、英語、中国語に対応させた内部通報窓口のインターネット版を活用し、１人１人の

声を吸い上げて誠実に対応しています。

・内部通報システムの周知を目的に国内の当社グループ会社を対象に体験通報を継続していま

す。

２. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社グループの損失に結びつく特に対策が必要なリスクを影響度と頻度により特定し、年度

末に状況モニタリングを実施し、改善活動を継続しています。

３. 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社は取締役会を月１回以上開催しており、当事業年度は13回開催しました。

・取締役及び部門長等により構成する経営会議を毎月開催し、取締役会審議事項の事前審議及

びその他重要事項についての審議・決定を行い、意思決定の迅速化と業務運営の効率化をは

かっています。

・当社は、当社グループ会社の管理運営体制を統括する部署を設置し、当社グループ会社の経

営の効率性確保に努めています。

・当社は、連結ベースでの経営計画を策定し、経営目標を当社グループで共有し、連結ベース

での経営を推進しています。

４. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・企業集団における業務の適正を確保するための体制として、グループ会社管理規程を定め、

グループ会社の管理は経営戦略本部が行うこととしています。

・監査等委員会室の監査を定期的に受審し、業務の適正を確保しています。
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連結株主資本等変動計算書

（自 2024年４月１日　至 2025年３月31日）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 2,122 897 8,585 △31 11,574

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △155 △155

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

749 749

自 己 株 式 の 取 得 △214 △214

連 結 子 会 社 の 自 己 株 式 の
取 得 に よ る 持 分 の 増 減

312 312

株主資本以外の項目の当連結会計年度
変 動 額 ( 純 額 )

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 － 312 593 △214 692

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 2,122 1,209 9,179 △245 12,267

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配

株主持分
純資産合計その他有価証

券評価差額金
為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 575 962 1,587 3,125 4,695 19,396

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △155

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

749

自 己 株 式 の 取 得 △214

連 結 子 会 社 の 自 己 株 式 の
取 得 に よ る 持 分 の 増 減

312

株主資本以外の項目の当連結会計年度
変 動 額 ( 純 額 )

70 △51 △169 △151 △306 △458

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 70 △51 △169 △151 △306 233

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 646 910 1,417 2,974 4,388 19,630

連結株主資本等変動計算書

 (注)記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

会社名 決算日

巴川(広州)国際貿易有限公司 12月31日　※

巴川影像科技(恵州)有限公司 12月31日　※

日彩影像科技(九江)有限公司 12月31日　※

連結注記表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

１.連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数 14社

連結子会社の名称 TOMOEGAWA(U.S.A.)INC.、TOMOEGAWA EUROPE B.V.、TOMOEGAWA HONG

KONG CO.,LTD.、巴川(広州)国際貿易有限公司、㈱巴川ホールディ

ングス恵州、巴川影像科技(恵州)有限公司、日彩控股有限公司、日

彩影像科技(九江)有限公司、TOMOEGAWA AURA INDIA PVT.LTD.、巴

川物流サービス㈱、新巴川加工㈱、三和紙工㈱、㈱NichiRica、昌

栄印刷㈱

(2)非連結子会社の名称 巴川コリア㈱、台湾巴川股份有限公司等

連結の範囲から除いた理由 非連結子会社はいずれも小規模であり、総資産、売上高、当期純損

益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれ

も連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

２.持分法の適用に関する事項

(1)持分法を適用した関連会社の数 １社

持分法を適用した関連会社の名称 ㈱トッパンTOMOEGAWAオプティカルフィルム

(2)持分法を適用しない非連結子会社の名称 巴川コリア㈱、台湾巴川股份有限公司等

持分法を適用しない関連会社の名称 ＡＴエレクトロード㈱

持分法を適用していない理由 持分法を適用していない非連結子会社または関連会社は、当期純損

益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて､

持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であ

り､かつ､全体としても重要性がないためであります｡

３.連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

※連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った計算書類を基礎としております。
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連結注記表

４.会計方針に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

  ①有価証券

　  その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの　　　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等　　　　　　　　　移動平均法による原価法

②デリバティブ　　　　　　　　　　　　　　　時価法

③棚卸資産　　　　　　　　　　　　　　　　　主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下による簿価切下げの方法により算定）

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

  ①有形固定資産(リース資産を除く)

当社においては、建物及び構築物については定額法、機械装置及び運搬具、工具、器具及び備品については

定率法を採用しております。また、連結子会社においては、主として定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物及び構築物　　　　　　　８～47年

　機械装置及び運搬具　　　　　４～14年

  ②無形固定資産(リース資産を除く)

　定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づいております。

　③リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3)重要な引当金の計上基準

　①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等特定

の債権については、個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上することとしております。

　②賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき、当連結会計年度の負担額を計上することとしてお

ります。

　③役員退職慰労引当金

役員及び執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上することとしており

ます。

－ 10 －



2025/05/28 19:19:19 / 24179844_株式会社巴川コーポレーション_招集通知

連結注記表

(4)重要な収益及び費用の計上基準

　当社及び国内連結子会社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）及び

「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日）を適用しており、

約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金

額で収益を認識しております。

　当社グループは、主に製品の製造、加工、販売を行っており、これら製品の販売については、下記の時点で当

社グループの履行義務を充足すると判断し収益を認識しております。

輸出販売は、取引条件に応じて製品の船積み時または製品を顧客に引き渡した時に収益を認識しておりま

す。

　国内販売は、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から

製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

　なお、顧客への財の提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る

額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。また、支給元が買戻し義務を負う有償支給

取引においては、当社グループが支給元より受け取る額から支給品の対価として支給元に支払う額を控除した純

額で収益を認識しております。

当社グループの取引に関する支払条件は、通常短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含

まれておりません。

(5)その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　①重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理するこ

ととしております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及

び非支配株主持分に含めて計上しております。

　②重要なヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

ただし､ヘッジ会計の特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については､特例処理を採用しております。

　③退職給付に係る会計処理の方法

ａ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ

いては、給付算定式基準によっております。

ｂ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(２年)による定額法によ

り費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)

による均等按分額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
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連結注記表

ｃ．小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合

要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

　④のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、10年間の定額法により償却を行っております。

（会計方針の変更に関する注記）

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022年改正

会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３

項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28

号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。

　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算書類に

おける取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しており

ます。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については 遡及適用後の連結計算書類となってお

ります。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結計算書類への影響はありません。

（表示方法の変更に関する注記）

（連結損益計算書）

　前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「補助金収入」は、金額的重要性が増

したため、当連結会計年度より、区分掲記いたしました。

　なお、前連結会計年度の「補助金収入」は41百万円であります。

（会計上の見積りに関する注記）

（繰延税金資産の回収可能性）

(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　当連結会計年度末の連結貸借対照表において計上した繰延税金負債のうち、当社及びグループ通算制度に加入

の子会社（子会社は国税のみ）の繰延税金負債の金額、繰延税金負債との相殺前の繰延税金資産の金額及び繰延

税金負債の金額は次のとおりであります。
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連結注記表

（単位：百万円）

当連結会計年度

繰延税金負債との相殺前の繰延税金資産の額 286

繰延税金資産との相殺前の繰延税金負債の額 985

繰延税金負債の純額 699

売掛金 208百万円

棚卸資産 275百万円

建物及び構築物 2,319百万円

機械装置及び運搬具 352百万円

土地 2,939百万円

計 6,095百万円

短期借入金 1,070百万円

１年内返済予定の長期借入金 543百万円

長期借入金 2,455百万円

計 4,068百万円

２.有形固定資産の減価償却累計額 41,393百万円

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　繰延税金資産の回収可能性は、将来の税負担を軽減する効果を有するかどうかで評価され、当該評価に当たっ

ては、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性があるかどうかを評価されます。当該評価の結果、

回収可能性がないと評価された繰延税金資産については、評価性引当額の計上により減額されます。

　繰延税金資産の回収可能性評価の基礎となる将来の課税所得の見積りは、事業計画を基礎として算出しており

ます。当該事業計画は、半導体・ディスプレイ関連事業における半導体市況の回復に伴う売上高の増加に加え、

量産化と横展開を進める新製品の上市や、トナー事業のシェア拡大等を前提としております。また、トナー事業

における主原料の値上げ影響及びDX戦略投資に伴う減価償却費や処遇改善と採用競争力アップのための費用が増

加する事などを前提として策定しております。

　ただし、当該見積りは、将来の経済状況の変動の影響を受ける可能性があり、実際に生じた課税所得の時期及

び金額が見積りと異なった場合、回収可能と判断される繰延税金資産の金額が変動し、翌連結会計年度の連結計

算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。

(連結貸借対照表に関する注記)

１.担保に供している資産及び担保に係る債務

(1)担保に供している資産

(2)担保に係る債務
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連結注記表

普通株式 10,389,406株

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額
１ 株 当 た り

配 当 額
基 準 日 効 力 発 生 日

2024年５月21日

取 締 役 会
普通株式 155百万円 15円00銭 2024年３月31日 2024年６月６日

決 議 株 式 の 種 類 配 当 の 原 資 配当金の総額
１ 株 当 た り

配 当 額
基 準 日 効 力 発 生 日

2025年５月22日

取 締 役 会
普通株式 利益剰余金 151百万円 15円00銭 2025年３月31日 2025年６月９日

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

１.当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

２.配当に関する事項

(1)配当金支払額

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

－ 14 －
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連結注記表

連結貸借対照表計上額（＊） 時価（＊） 差額

(1)　投資有価証券

その他有価証券 2,463 2,463 －

(2)　長期借入金 (5,198) (5,035) 162

（金融商品に関する注記）

１.金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、主に銀行借入により、事業活動に必要な設備投資資金及び運転資金を調達し、預金等の安全

性の高い金融資産により一時的な余資を運用しております。デリバティブについては、金利・為替の変動リスク

を回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

　営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で

事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての買

掛金の残高の範囲内にあるものを除き、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。

　投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。また、一部外貨建て

の営業債務は、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にあるものを除

き、先物為替予約を利用してヘッジしております。

　借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達

であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

　デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とする先物為替

予約取引と、借入金に係る金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。

２.金融商品の時価等に関する事項

　2025年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次の

とおりであります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額3,854百万円）は、「その他有価証券」

には含めておりません。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、電子記録債権、売掛金、支払手形

及び買掛金、短期借入金及び１年内返済予定の長期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する

ことから、注記を省略しております。

（単位：百万円）

(*)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

－ 15 －
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連結注記表

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券

株式 2,463 － － 2,463

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 5,035 － 5,035

３.金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル 1 のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

(1)時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

(2)時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価

をレベル１の時価に分類しております。

長期借入金

　これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現

在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

－ 16 －
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連結注記表

報告セグメント

その他

（注）
合計

トナー

事業

半導体・デ

ィスプレイ

関連

事業

機能性

シート

事業

セキュリ

ティ

メディア

事業

新規開発

事業
計

売上高

日本 1,728 3,747 9,935 3,987 44 19,443 174 19,617

中国（香港含む） 4,123 351 91 － － 4,565 － 4,565

その他のアジア 1,536 2,410 992 － － 4,940 － 4,940

欧州 3,851 0 5 － － 3,858 － 3,858

北米 828 20 184 － － 1,032 － 1,032

その他 347 － － － － 347 － 347

顧客との契約から生

じる収益
12,415 6,530 11,209 3,987 44 34,188 174 34,362

その他の収益 － － － － － － 69 69

外部顧客への売上高 12,415 6,530 11,209 3,987 44 34,188 244 34,432

（収益認識に関する注記）

１.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流サービス等を含んでおります。

２.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「会計方針に関する事項」の「重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

－ 17 －
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連結注記表

 １.１株当たり純資産額 1,511円71銭

 ２.１株当たり当期純利益 73円05銭

３.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

(1)契約負債の残高等

契約負債は、製品の引渡前に顧客から受け取った対価であり、期末日後１年以内に収益として認識することを

見込んでおり、連結貸借対照表上、流動負債のその他に含まれております。

契約負債　118百万円

(2)残存履行義務に配分した取引価格

当連結会計年度末における残存履行義務は、期末日後１年以内に収益として認識することを見込んでいるた

め、注記を省略いたします。

（１株当たり情報に関する注記）

－ 18 －
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連結注記表

（企業結合に関する注記）

共通支配下の取引等

連結子会社による自己株式の取得

１．取引の概要

(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容

結合当事企業の名称　：昌栄印刷株式会社

事業の内容　　　　　：有価証券・カード・帳票・磁気記録関連製品等の製造・加工・販売及び情報処理

関連事業

(2)企業結合日

2024年７月１日（みなし取得日）

(3)企業結合の法的形式

連結子会社による自己株式の取得

(4)結合後企業の名称

変更ありません。

(5)その他取引の概要に関する事項

　社会情勢の変化に対応した機動的な経営を遂行できるようにするため、昌栄印刷株式会社は、非支配株主

が保有する自己株式を取得しました。これにより当社グループが保有する同社の議決権比率は47.16％となり

ました。

２．実施した会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　2019年1月16日）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　2019年1月16日）に基づき、共通支配下の取

引等のうち、非支配株主との取引として処理しています。

３．連結子会社による自己株式の取得に係る取得原価及びその内訳

取得の対価　現金　189百万円

４．非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項

(1)資本剰余金の主な変動要因

連結子会社による自己株式の取得

(2)非支配株主との取引によって増加した資本剰余金の金額

280百万円

－ 19 －
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株主資本等変動計算書

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金
そ の 他
資 本 剰 余 金

資 本 剰 余 金
合 計

そ の 他 利 益 剰 余 金
利 益 剰 余 金
合 計固 定 資 産

圧縮積立金
別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰  余  金

当 期 首 残 高 2,122 531 91 622 367 3,146 △1,361 2,152

当 期 変 動 額

固定資産圧縮積立金の取崩 △31 31 －

剰 余 金 の 配 当 △155 △155

当 期 純 利 益 734 734

自 己 株 式 の 取 得

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － － － △31 － 610 579

当 期 末 残 高 2,122 531 91 622 336 3,146 △751 2,731

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △31 4,866 431 431 5,298

当 期 変 動 額

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰 余 金 の 配 当 △155 △155

当 期 純 利 益 734 734

自 己 株 式 の 取 得 △214 △214 △214

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

18 18 18

当 期 変 動 額 合 計 △214 365 18 18 384

当 期 末 残 高 △245 5,231 450 450 5,682

株主資本等変動計算書

(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
（単位：百万円）

  (注)記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。

－ 20 －
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個別注記表

個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.資産の評価基準及び評価方法

 (1)有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式　　　　　　　移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの　　　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

市場価格のない株式等　　　　　　　　　移動平均法による原価法

　   (2)デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ　　　　　　　　　　　　　　時価法

　   (3)棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産　　　　　　　　　　　　　　　 主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に

よる簿価切下げの方法により算定)

２.固定資産の減価償却の方法

 (1)有形固定資産(リース資産を除く)

　建物、構築物については定額法、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品については定率法を採用し

ております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物　　　　　　　　 　　８～47年

　構築物　　　　　　　 　　10～45年

　機械装置及び車両運搬具　 ４～14年

 (2)無形固定資産(リース資産を除く)

　定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づいております。

 (3)リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

－ 21 －
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個別注記表

３.引当金の計上基準

 (1)貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等特定の

債権については、個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上することとしております。

 (2)賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため､支給見込額に基づき､当事業年度の負担額を計上することとしております。

 (3)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業

年度末において発生していると認められる額を計上することとしております。

　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(２年)による定額法により費用処

理することとしております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による均等按

分額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

 (4)役員退職慰労引当金

　役員及び執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上することとしておりま

す。

４.収益及び費用の計上基準

　当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）及び「収益認識に関する会計

基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日）を適用しており、約束した財又はサービスの支

配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

　当社は、主に製品の製造、加工、販売を行っており、これら製品の販売については、下記の時点で当社の履行義

務を充足すると判断し収益を認識しております。

　輸出販売は、取引条件に応じて製品の船積み時または製品を顧客に引き渡した時に収益を認識しております。

　国内販売は、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から製

品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。な

お、顧客への財の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に

支払う額を控除した純額で収益を認識しております。また、支給元が買戻し義務を負う有償支給取引においては、

当社が支給元より受け取る額から支給品の対価として支給元に支払う額を控除した純額で収益を認識しておりま

す。

　当社の取引に関する支払条件は、通常短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれておりま

せん。

－ 22 －
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個別注記表

（単位：百万円）

当事業年度

繰延税金負債との相殺前の繰延税金資産の額 224

繰延税金資産との相殺前の繰延税金負債の額 372

繰延税金負債の純額 147

５.その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

 (1)ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

　ただし、ヘッジ会計の特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理を採用しております。

 (2)退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類における

これらの会計処理の方法と異なっております。

(会計方針の変更に関する注記)

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022年改正会

計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

　法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い

に従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

(会計上の見積りに関する注記)

（繰延税金資産の回収可能性）

(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

　当事業年度末において計上した繰延税金負債の金額、繰延税金負債との相殺前の繰延税金資産の金額及び繰延

税金負債の金額は次のとおりであります。
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　 建物 1,881百万円

　 構築物 65百万円

　 機械及び装置 343百万円

　 土地 722百万円

　 計 3,012百万円

　 短期借入金 840百万円

　 １年内返済予定の長期借入金 400百万円

　 長期借入金 2,400百万円

　 計 3,640百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 30,510百万円

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　繰延税金資産の回収可能性は、将来の税負担を軽減する効果を有するかどうかで評価され、当該評価に当たっ

ては、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性があるかどうかを評価されます。当該評価の結果、

回収可能性がないと評価された繰延税金資産については、評価性引当額の計上により減額されます。

　繰延税金資産の回収可能性評価の基礎となる将来の課税所得の見積りは、事業計画を基礎として算出しており

ます。当該事業計画は、半導体・ディスプレイ関連事業における半導体市況の回復に伴う売上高の増加に加え、

量産化と横展開を進める新製品の上市や、トナー事業のシェア拡大等を前提としております。また、トナー事業

における主原料の値上げ影響及びDX戦略投資に伴う減価償却費や処遇改善と採用競争力アップのための費用が増

加する事などを前提として策定しております。

　ただし、当該見積りは、将来の経済状況の変動の影響を受ける可能性があり、実際に生じた課税所得の時期及

び金額が見積りと異なった場合、回収可能と判断される繰延税金資産の金額が変動し、翌事業年度の計算書類に

重要な影響を及ぼす可能性があります。

（貸借対照表に関する注記）

１．担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

 (2) 担保に係る債務
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　　TOMOEGAWA EUROPE B.V. 510百万円

　　巴川（広州）国際貿易有限公司 30百万円

　　日彩影像科技（九江）有限公司 84百万円

　　TOMOEGAWA AURA INDIA PVT.LTD. 1百万円

　　　巴川物流サービス㈱ 22百万円

　　三和紙工㈱ 436百万円

　　　㈱NichiRica 236百万円

　　　　　 計 1,322百万円

　　　 短期金銭債権 1,982百万円

　　   短期金銭債務 2,224百万円

　　　売上高 5,256百万円

　　　仕入高 5,940百万円

　　営業取引以外の取引による取引高 1,284百万円

３．保証債務

他の会社の金融機関からの借入債務等に対し、保証を行っております。

４. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

（損益計算書に関する注記）

　　関係会社との取引高

　　　営業取引による取引高

（株主資本等変動計算書に関する注記）

　　当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

　　　　普通株式　　　　 307,299株
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　　 　減損損失 244百万円

　　 　賞与引当金 82百万円

　　　 退職給付引当金 386百万円

　　　 退職給付信託費用 418百万円

　　　 役員退職慰労引当金 84百万円

　　　 有価証券評価損否認額 1,064百万円

　　　 繰越欠損金 867百万円

　　　 その他 294百万円

　　 繰延税金資産小計 3,444百万円

　　 評価性引当額 △3,220百万円

　　 繰延税金資産合計 224百万円

　　　 その他有価証券評価差額金 △202百万円

　　　 固定資産圧縮積立金 △152百万円

　　　 その他 △16百万円

　　 繰延税金負債合計 △372百万円

　　 繰延税金負債の純額 △147百万円

（税効果会計に関する注記）

　１.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　　　 繰延税金資産

　　  繰延税金負債

　２.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

　当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する

取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関

する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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(単位：百万円)

属性 会社等の名称
議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者
と の 関 係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社

T O M O E G A W A  E U R O P E  B . V .
 所有
 直接 100.0％

 製品の販売 製品の販売(注)１ 2,661 売掛金 816

 保証債務

保証債務(注)２ 510 ― ―

保証料の受取(注)２ 1 ― ―

㈱巴川ホールディングス恵州
 所有
 直接 73.0％

 資金の借入

資金の借入(注)３ 165 短期借入金 165

資金の返済 290 ― ―

利息の支払(注)３ 0 未払費用 0

新 巴 川 加 工 ㈱
 所有
 直接 100.0％

 製品の
 仕上、加工

外注加工費(注)１ 2,200 未払費用 234

 CMS取引

CMS取引(注)３,４ ― 短期借入金 609

利息の支払(注)３ 1 ― ―

三 和 紙 工 ㈱
 所有
 直接  95.2％
 間接   4.8％

 保証債務 保証債務(注)５ 436 ― ―

㈱ N i c h i R i c a
 所有
 直接 100.0％

 資金の貸付

資金の貸付(注)３ 300 短期貸付金 300

資金の返済 100 ― ―

利息の受取(注)３ 2 未収入金 0

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等

鈴 与 ㈱
(注)６

 被所有
 直接   4.8％

 製品及び
 原材料の運搬

製品及び原材料の運搬
(注)１

68

買掛金 0

未払費用 7

鈴 与 商 事 ㈱
(注)６

－
 原材料等の
 仕入

原材料等の仕入(注)１ 46

買掛金 20

未払費用 6

（関連当事者との取引に関する注記）
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１．１株当たり純資産額 563円60銭

２．１株当たり当期純利益 71円61銭

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)１.価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案し、価格交渉の上で決定しております。

２.銀行借入等につき､ 債務保証を行ったものであります｡ なお､ 保証料は市場金利を勘案して合理的に決定して

おります。

３.資金の貸付、借入及びCMS（キャッシュ・マネジメント・サービス）取引については、市場金利を勘案して利率

を合理的に決定しております。

４.CMS取引については、取引が反復的に行われているため取引金額の記載を省略し、期末残高のみを表示しており

ます。

５.ファクタリング債務につき､債務保証を行ったものであります｡なお､保証料の受取はありません｡

６.当社取締役鈴木健一郎とその近親者が議決権の過半数を保有している会社であります。

（収益認識に関する注記）

　　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　　　「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

（１株当たり情報に関する注記）

－ 28 －


